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お知らせ

く
ら
し

渕
高
地
区
用
途
地
域
お
よ
び

地
区
計
画
の
変
更
に
関
す
る
説
明
会
の
開
催

■問
都
市
計
画
課 
☎（
55
）７
１
２
６

　
渕
高
地
区（
渕
高
町
上
八
反
お
よ
び
蔭
島
）

に
お
け
る
適
正
な
地
区
施
設
の
配
置
並
び
に

良
好
な
市
街
地
を
形
成
す
る
た
め
、
用
途
地

域
お
よ
び
地
区
計
画
の
変
更
を
行
い
ま
す
。

　
計
画
の
素
案
に
つ
い
て
都
市
計
画
法
第
16

条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
住
民
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。

▼
日
時
／
11
月
30
日（
土
）午
前
10
時
～

▼
場
所
／
川
渕
地
域
防
災
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

期
限
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
!!

■問
産
業
振
興
課 

☎（
55
）７
１
２
８

　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
あ
い
さ
い
商
品
券
購
入
引

換
券
交
付
申
請
の
申
請
期
限
が
、
間
も
な
く

で
す
。
該
当
す
る
方
で
、
ま
だ
申
請
さ
れ
て

い
な
い
方
は
、期
限
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

▼
申
請
期
限
／
11
月
29
日（
金
）

社
会
保
険
料
控
除
を
年
末
調
整
で
行
う
方
へ

■問
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
に
つ
い
て 

保
険
年
金
課 

☎（
55
）７
１
１
９

■問
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

高
齢
福
祉
課 

☎（
55
）７
１
１
６

　
令
和
元
年
中
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
国
民

健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
納
付
額
確
認
書
を
令
和
２
年
１

月
下
旬
に
送
付
す
る
予
定
で
す
。

　
年
末
調
整
で
必
要
な
方
は
、
問
い
合
わ
せ

先
ま
た
は
各
支
所
で
申
請
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
事
前
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
老
齢
・
退
職
年
金
な
ど
か
ら
の

特
別
徴
収
分
は
、
年
金
の
源
泉
徴
収
票
に
含

ま
れ
ま
す
の
で
、
年
末
調
整
で
給
与
の
源
泉

徴
収
票
に
含
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん（
納

付
額
確
認
書
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
）。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の
／

・
来
庁
さ
れ
る
方
の
身
分
を
証
明
で
き
る
も

の（
本
人
確
認
）

【
１
点
で
確
認
で
き
る
も
の
】

運
転
免
許
証
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
在

留
カ
ー
ド
・
特
別
永
住
者
証
明
書
・
旅
券
・

障
害
者
手
帳
な
ど

【
２
点（
２
種
類
）で
確
認
で
き
る
も
の
】

被
保
険
者
証
・
年
金
手
帳
・
年
金
証
書
・

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
・
預
貯
金
通
帳
・
診
察

券
な
ど

※
別
世
帯
の
方
が
申
請
さ
れ
る
場
合
は
委
任

状
が
必
要

令
和
元
年
分

年
末
調
整
・
青
色
申
告
決
算
等
説
明
会

■問
津
島
税
務
署 

☎（
26
）２
１
６
１

【
年
末
調
整
等
説
明
会
】

▼
日
時
／
11
月
20
日（
水
）午
前
9
時
30
分
～

11
時
30
分

▼
場
所
／
津
島
市
文
化
会
館　
小
ホ
ー
ル

【
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
説
明
会
】

▼
日
時
／

11
月
20
日（
水
）午
前
11
時
30
分
～
正
午
、

11
月
21
日（
木
）午
後
3
時
30
分
～
4
時

▼
場
所
／
津
島
市
文
化
会
館　
小
ホ
ー
ル

【
青
色
申
告
決
算
等
説
明
会
】

個
人
で
青
色
申
告
を
さ
れ
て
い
る
方

▼
日
時
／
11
月
21
日（
木
）午
後
１
時
30
分
～

３
時
30
分

▼
場
所
／
津
島
市
文
化
会
館　
小
ホ
ー
ル

▼
そ
の
他
／
電
話
は
自
動
音
声
で
案
内
。
音

声
案
内
に
従
い「
２
」を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

「
愛
知
県
最
低
賃
金
」
が
改
定
さ
れ
ま
し
た

■問
津
島
労
働
基
準
監
督
署 

☎（
26
）４
１
５
５

愛
知
労
働
局
賃
金
課 

☎
052（
972
）０
２
５
７

　
10
月
１
日
か
ら
最
低
賃
金
が
時
間
額
926
円

に
改
定
さ
れ
ま
し
た
。
愛
知
県
内
の
事
業
所

で
働
く
常
用
、
臨
時
、
パ
ー
ト
な
ど
す
べ
て

の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
津
島
労
働
基
準
監
督
署
、
ま

た
は
愛
知
労
働
局
賃
金
課
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

個
人
事
業
税
の
第
２
期
分

納
期
限
は
12
月
2
日（
月
）で
す

■問
西
尾
張
県
税
事
務
所
県
民
税
・
事
業
税

第
二
グ
ル
ー
プ 

☎
０
５
８
６（
45
）３
１
６
９

https://w
w

w
.pref.aichi.jp/soshi

ki/zeim
u/

　
第
２
期
分
の
納
付
書
を
、
８
月
に
お
送
り

し
た
納
税
通
知
書
に
同
封
し
て
い
ま
す
。
次

の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
納
付
書
を
紛
失
さ
れ
た
方
は
、
管
轄
の

県
税
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
納
付
場
所
お
よ
び
納
付
方
法
／

・
金
融
機
関
、
県
税
事
務
所
の
窓
口

・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
Ｍ
Ｍ
Ｋ
設
置
店

※
納
付
書
の
納
付
金
額
が
、
30
万
円
以
下
の

も
の
に
限
り
ま
す
。

・Pay-easy

（
ペ
イ
ジ
ー
）に
対
応
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
ま
た
は
Ａ
Ｔ
Ｍ

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
に
よ
る
納
付

▼
そ
の
他
／
領
収
証
書
が
必
要
な
方
は
、
金

融
機
関（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）の
窓
口
、

県
税
事
務
所
の
窓
口
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
、
Ｍ
Ｍ
Ｋ
設
置
店
で
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
納
付
に
は
便
利
で
安
全
な
口
座
振

替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
口

座
を
開
設
し
て
い
る
金
融
機
関
の
窓
口
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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